※ 看看連携研修の実施にあたり、この契約書は必須ではありません。
　 契約書が必要な協力施設の方は、ホームページからダウンロードしご利用ください。
よろしくお願い申し上げます。

令和8年度在宅看護体制機能強化事業「看看連携研修」実施契約書

令和8年度在宅看護体制機能強化事業「看看連携研修」（以下、「本研修」という）について、公益社団法人兵庫県看護協会（以下「甲」という）、　研修協力施設名　（以下「乙」という）、及び　研修参加者名　（以下「丙」という）とは、丙が乙で実施する本研修の実施に関し、以下の通り契約を締結する。

第1条（本研修の実施）

乙は、本研修の協力施設として本研修を実施する。本研修の詳細は令和8年度「看看連携研修」実施要項（以下「実施要項」という）に基づいて実施する。

(1) 研修名
：令和8年度在宅看護体制機能強化事業「看看連携研修」
(2) 研修目的
：地域住民が、住み慣れた地域で安心して在宅療養を続けられるよう支援するために、医療機関、訪問看護事業所及び介護関連施設等の看護職が互いにそれぞれの役割や専門性を理解し、連携を促進する。合わせて、地域包括ケアシステムの推進や地域での看護職のキャリアアップ、人材確保を図るために、各施設の管理職の連携体制の構築を目指す。

(3) 研修期間：令和8年7月1日より令和9年1月31日の内、1～3日間
第2条（研修委託費）

甲は、乙に対して、本研修に係る研修委託費として研修生1人につき1日あたり 2,500円（税
込）を支払うものとする。

第3条（実施要項の遵守）

1　乙は、実施要項を遵守し、慎重かつ適正に本研修を実施する。
2　丙は、実施要項を遵守し、研修の実施においては、乙の指示に従う。
第4条（本研修の終了、中断又は中止と研修結果の報告）

1　乙は、本研修の終了した時は、遅滞なく本研修の結果を甲に報告するものとする。

2　乙は、天災、その他止むを得ない理由により本研修の継続が困難となった場合は、本研修を
中断又は中止することができる。この場合、乙は、本研修を中断又は中止する旨及びその理由
を甲に報告する。また、乙は、遅滞なく本研修の結果を甲に報告するものとする。
第5条（秘密の保持）

1　甲、乙及び丙は、本研修の実施により知り得た患者をはじめとする甲の保有する個人情報、
秘密及び丙の個人情報等の秘密を保持するものとする。ただし、以下の各号に該当するものに
ついては適用しない。

(1) 開示された時点で、既に公知であるもの

(2) 開示された時点で、既に被開示者が所有していたもので、それを書面で証明できるもの

(3) 開示された後に、被開示者の過失によらずして公知になったもの

(4) 被開示者が正当な権限を有する第三者より合法的に取得したもの

2　前項は、研修期間終了後も効力を有するものとする。

第6条（研修参加者の疾病及び傷害）

　1　丙の研修実施に起因する疾病及び傷害については、乙の故意又は過失による場合を除き、丙の責任において対処するものとする。
　2　研修中の丙の疾病及び傷害について、甲は責任を負わない。

第7条（研修参加者の損害賠償等）
　丙の故意または過失によって乙に損害を与えた場合、丙がその責任を負うものとする。
第8条（契約の解除）

甲、乙又は丙は、いずれかの当事者がこの契約に違反した場合は、事前に相手方に通告の上、この契約を解除することができる。

第9条（規定外事項）

この契約に定めのない事項又はこの契約の解釈に疑義を生じた事項については、甲、乙及び丙協議の上、決定するものとする。

この契約締結の証として本書3通を作成し、甲、乙、丙記名押印の上、各自その1通を保有する。

令和　年　月　日

甲　神戸市中央区下山手通5丁目6番24号
公益社団法人兵庫県看護協会
会　長　　　丸　山　 　美　津　子
乙　　　研修協力施設住所　　　　　　　
　　研修協力施設名　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 研修協力施設契約担当者　役職　氏名
丙　　　研修参加者施設住所　　　　　　
　　研修参加者所属施設名　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　研修参加者　役職　氏名　　　　　
